
医療費の給付について

自己負担 互助会より給付
※自己負担のうち、各年度で定められた給付率に応じて給付

　互助会が行う医療費の給付は、医療機関等で保険証を使用して診療を受けたときに、窓
口で支払った医療費の自己負担分（保険診療以外のものを除く）を後日、互助会から本人へ
支給するというものです。
　医療費の給付を受けるときは、所定の手続きをとらなければなりません（P.８～12参照）。

　互助会の給付対象

　　全国の医療機関等で保険診療に要した医療費の自己負担分を年間150,000円を限度に
給付します。

《医療給付の対象・範囲》
　歯科、眼鏡およびコンタクトレンズ検診を除く保険診療の全科目で、以下のことがらを含
みます。ただし、次頁のことがらによる保険診療は互助会の給付対象外になります｡
　　１．診療
　　２．投薬
　　３．治療材料
　　４．処置・手術その他の治療
　　５．入院（食事自己負担額は除く）
　　６．装具（30％の自己負担分に限る）
　　　　※医師の証明書（作製指示書・意見書等）の添付が必要

《特別給付》
　保険証を使用しないで診療を受けたとき
　　医療費の全額給付は受けられませんが、医療費領収額の30％を給付します。

　医療費給付の年間限度額について

　会員１人あたり、年間150,000円を限度に給付します。
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医療費の給付について

　互助会の給付対象外

１．歯科診療

２．コンタクトレンズおよび眼鏡検診

３．外国の医療機関で診療を受けたとき

４．正課中および大学行事中の受傷事故に対する医療費
　　�正課中及び大学行事中に起こった受傷事故の医療費は大学から給付されます。正課中及
び大学行事中に事故に遭われた場合は、至急、主管部署に申し出てください。

５．自動車損害賠償責任保険および政府保障事業から支給される医療費
　　�交通事故（人身事故）による医療費は、自動車損害賠償責任保険から支給されます
（自損事故はこの限りでない）。ただし、自動車損害賠償責任保険の保険金支払限度額
（傷害120万円）を超えた医療費は必要書類を提出すれば互助会の給付が受けられます。
また、ひき逃げ事故や無保険事故等、自動車損害賠償責任保険の対象とならない事故に
遭われた場合は、損害保険会社に申請をすれば、政府保障事業により支給されます。

６．悪質な道路交通法違反に起因する交通事故の医療費
　　無免許運転、無謀運転、飲酒運転等の悪質な道路交通法違反による自損事故の医療費。

７．労働者災害補償保険から支給される医療費
　　アルバイト中の事故は、労働者災害補償保険から医療費が支給されます。

８．第三者（他人）行為に起因した事故による医療費
　　�けんか等、第三者行為に起因した事故による医療費は、原則として当事者の医療費負担
割合等を明示した示談書の提出がない限り給付の対象となりません。

９．保険適用外の費用
　　�健康診断、各種文書料、予防接種、選定療養費、入院時差額ベッド料、入院時食事自己
負担額、美容整形等の手術等。

10．高額療養費の支給額（P.６参照）

11．学生教育研究災害傷害保険（保険料大学負担）の支給額
　　�クラブ・サークル活動中や大学施設内で事故に遭われた場合は、学生
教育研究災害傷害保険が適用となる可能性がありますので、事故から
30日以内に学生支援センター(075-705-1433)までご連絡ください｡
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　高額療養費とは

　同一医療機関で１か月の自己負担額が一定額（所得により異なる）を
超えた場合には、その超過分は加入している保険団体から支給される制
度です。したがって、互助会からの給付額はその超過分を差し引いた金
額となります（P.４参照）。
　入院・手術の予定があり医療費が高額になりそうな際は、あらかじめ
加入している保険団体へ申請し、限度額適用認定証の交付を受けておく
ことをおすすめします。　※加入している保険団体や入院・通院先の病
院によっては事前のお手続きが不要な場合があります。

　受診から申請のながれ

医療費の給付について

（高額療養費を除く）

6



医療費給付手続について

医療機関で受診
病気・ケガなど１日だけの通院も対象になります。

ただし、「学生健康保険～利用のてびき～」Ｐ.5のことがらは給付対象

外になります。

※クラブ・サークル活動中・正課中・大学行事中または大学施設内でケ

ガをされた場合は、学生教育研究災害傷害保険が適用される可能性が

あります。申請方法が異なりますので、事故日から30日以内に学生支

援センターまたは主管部署まで連絡してください。

医療機関で受診

1

医療機関で治療費の支払い
通常通り支払いをしてください。

後日、会員（学生）からの申請に基づき、給付対象額を給付します。

領収書は申請時に必要になりますので、保管しておいてください。

※領収書に医療機関名（押印を含む）、本人氏名、診療年月日、

および保険適用金額が記載されていないものは受付できません。

支　払
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Ｗeb申請と「医療費領収証明書」の記入
Ｗeb申請をした後、「医療費領収証明書」を記入してください（Ｐ.10～12参照）。

「医療費領収証明書」は、学生支援センター窓口に設置してあります。また、電子掲示板

「ＰＯＳＴ」のキャビネットもしくは大学ＨＰからもダウンロードできます。

※Ｗeb申請の受付番号は、月毎・傷病毎に分けて取得してください。

※入院と通院では用紙が異なりますので、別々に記入してください。

※領収書を紛失した場合は、入院・通院した医療機関に「医療費領収証明書」の上部の枠欄

（医療機関等記入欄）を記入してもらい証明を受けてください。

※柔道整復・はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術所では、

保険診療が適用されない場合があります。そのときの施術費は、

全額自己負担となり互助会からは給付されません。

Ｗeb申請と
「医療費領収
証明書」の記入
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｢医療費領収証明書｣と領収書(コピー可)を期限までに学生支援センターに提出
「医療費領収証明書」と領収書（コピー可）を期限（受診日の翌月末）までに提出してくだ

さい。なお、提出された領収書は、お返しできません。提出時には、学生証を必ず持参して

ください。

※初回申請時および振込先を変更する場合は、記入内容を確認しますのでキャッシュカード

や通帳、アプリ等確認できるものを持参してください。

※やむを得ず、学生支援センターに来部できないときは、「医療費領収証明書」と領収書

（コピー可）、学生証（表面）のコピーを期限（受診日の翌月末の消印有効）までに学生

支援センターに郵送してください。

※入院等により医療費申請ができない場合は、提出期限日（受診日の翌月末）までに学生支

援センターに連絡してください。

※必要に応じて、診療明細・治療計画書・診断書・医師の意見書等の書類や、限度額適用

認定証および各受給者証等を提出していただく場合があります。

提　出
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医療費が指定した口座に振り込まれる
受診日の翌々月末に、指定した口座に医療費の自己負担分が

振り込まれます。

※京都中央信用金庫以外の口座を指定している場合は、振込

手数料が発生し、給付対象額から差し引かれます。

※高額療養費の給付がある場合は、その給付額を差し引いた

額が互助会から振り込まれます。

※会員1人あたり、年間150,000円を限度に給付します。

＜個人情報の取扱について＞
　医療費領収証明書等の申込者の氏名・学生証番号・傷病名・振込口座等の申込事項は、医療費給付手続のために
利用します。また、医療費給付手続に必要な範囲で、症状や治療内容、領収額等を確認するために医療機関へ照会
する場合があります。
　これらの個人情報は医療費給付手続以外には利用しません。この取扱に同意しない場合は医療費の給付申請がで
きません。

振　込

5

2026年度医療費申請の締切及び振込日

※月末が日曜日・祝日の場合は、その前日が締切日となります。
ただし､郵送の場合は月末日の消印有効となります｡

※期日までに提出できない理由がある場合は、互助会（学
生支援センター075-705-1433）まで必ず事前に相談
してください｡

5月分の証明書 6月分の証明書

受診月ごとに
分けて作成して
ください!!

何か月分も合算された領収書は
受け付けできません。

5・6月分の合算…。

※｢医療費領収証明書｣の提出が
期限を過ぎた場合（学生教育
研究災害傷害保険が適用される
場合を除く)または､不備がある
場合は受け付けできません｡

　　　　　　受付時間
　　 月～金　 8：50～16：45
　　　　　（13：00～14：00を除く）

診療を受けた月 ※証明書の提出期限 振　込　日
2026年４月 2026年５月末日 2026年６月末日

５月 ６月末日 ７月末日
６月 ７月末日 ８月末日
７月 ８月末日 ９月末日
８月 ９月末日 10月末日
９月 10月末日 11月末日
10月 11月末日 12月末日
11月 12月末日 2027年１月末日
12月 2027年１月末日 ２月末日

2027年１月 ２月末日 ３月末日
２月 ３月末日 ４月末日
３月 ４月末日 ５月末日

×

医療費給付手続について
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か

ユーザーＩＤおよびパスワードを入力

※Ｗeb申請の受付番号は、月毎・傷病毎に分けて取得してください。

https://www.kyoto-su.ac.jp/about/shien/gakuseikenpo.html

ログイン

医療費Web申請 Web申請後、医療費領収証明書を期限内に
学生支援センターに提出してください
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家族

選択

学生支援センター

医療費Web申請 Web申請後、医療費領収証明書を期限内に
学生支援センターに提出してください
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医療費領収証明書≪記入例≫

通院用

入院用

医療機関に記入してもらう場合はココに！
（領収証添付の場合は記入不要です）

黒枠内を記入

ケガの場合は
受傷状況を記入

負傷した日を
必ず記入

　互助会の医療費領収証明書は【通院用（赤）】と【入院用（緑）】に区分しています。
　医療費領収証明書は学生支援センターの窓口にあります。長期休暇前や旅行、ゼミ研修、
クラブの合宿に行くときには、事前に医療費領収証明書を持ち帰っておいてください。
　なお、医療費領収証明書はインターネットからもダウンロードできます。
キャビネットから
　POST(BIND.note)  →  リンク集  →  KSUキャビネット  →  学生用キャビネット  →  10医療費請求関係
大学ＨＰから
　大学ホームページ  →  学生生活  →  学生健康保険互助会制度  →  （１）医療費給付

※�金融機関振込先が「新規」「変更」の場合は、記入内容を確認しますので、キャッシュ
カードや通帳、アプリ等確認できるものを持参してください。記入もれ・誤記入がある
場合は別途振込手数料がかかる場合がありますので、ご注意ください。
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